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(57)【要約】
【課題】　待ち受け画面に対して、ユーザが認識してい
ない可能性の高い新規な待ち受け画像を表示可能とする
。
【解決手段】　待ち受け画面上に表示される各スロット
番号の各スロットのうち、所望のスロット番号のスロッ
トに対して、ネットワーク上のサーバ装置からコンテン
ツの取得を行うＷｅｂコンテンツを割り当てる。このＷ
ｅｂコンテンツが割り当てられているスロットが、ユー
ザにより選択されると、制御部は、所定の時間毎やユー
ザの取得操作毎に、待ち受け画像等を配信しているサー
バ装置にアクセスし、このサーバ装置から取得した待ち
受け画像を表示部に表示する。待ち受け画像を配信して
いるサーバ装置は、当該携帯電話機とは物理的に異なる
装置であるため、このサーバ装置からは、当該携帯電話
機のユーザが認識していない新規なコンテンツが配信さ
れる可能性が高い。これにより、待ち受け画面に対して
自動的に新規な待ち受け画像を表示することができる。
【選択図】　図７
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　通信を行う通信部と、
　表示部に表示する少なくとも一つのコンテンツの取得先となる、所定のネットワーク上
に設けられ、所定のコンテンツを配信するサーバ装置のアドレス情報、及び上記サーバ装
置から取得されたコンテンツを記憶するコンテンツ記憶部と、
　上記通信部が通信待機状態となった際に、所定のタイミングで上記コンテンツ記憶部に
記憶されているアドレス情報に基づいて上記サーバ装置にアクセスし、該サーバ装置から
上記所定のコンテンツを取得するように上記通信部を通信制御し、上記サーバ装置から取
得した上記所定のコンテンツを上記コンテンツ記憶部に記憶制御すると共に、上記コンテ
ンツ記憶部に記憶した上記所定のコンテンツを読み出して上記表示部に表示制御する制御
部と
　を有する情報処理装置。
【請求項２】
　上記コンテンツ記憶部は、上記アドレス情報及び上記コンテンツを記憶する記憶領域と
して複数の記憶領域を有し、
　上記制御部は、上記コンテンツ記憶部上のいずれかの記憶領域を指定するための表示を
上記表示部に対して行い、この表示部に対する表示に基づいて、上記いずれかの記憶領域
から所望の記憶領域が指定された際に、当該指定された記憶領域に記憶されているアドレ
ス情報に基づいて上記サーバ装置にアクセスし、該サーバ装置から上記所定のコンテンツ
を取得するように上記通信部を通信制御し、上記サーバ装置から取得した上記所定のコン
テンツを上記コンテンツ記憶部上の上記指定された記憶領域に記憶制御すると共に、この
記憶領域に記憶した上記所定のコンテンツを読み出して上記表示部に表示制御する
　請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項３】
　当該情報処理装置が適用される機器の筐体の所定の振動操作を検出する加速度センサを
有し、
　上記制御部は、上記コンテンツ記憶部上の各記憶領域のうち、上記加速度センサで検出
される振動操作に対応する記憶領域に記憶されているアドレス情報に基づいて上記サーバ
装置にアクセスし、該サーバ装置から上記所定のコンテンツを取得するように上記通信部
を通信制御し、上記サーバ装置から取得した上記所定のコンテンツを上記コンテンツ記憶
部上の上記指定された記憶領域に記憶制御すると共に、この記憶領域に記憶した上記所定
のコンテンツを読み出して上記表示部に表示制御する
　請求項２に記載の情報処理装置。
【請求項４】
　上記制御部は、上記サーバ装置から取得するコンテンツとして、画像情報と、この画像
情報に関連する所定の詳細情報の取得先を示すアドレス情報を取得して上記コンテンツ記
憶部に記憶制御し、上記表示部に上記画像情報を表示することで、この画像情報に関連す
る所定の詳細情報の取得操作がなされた際に、上記コンテンツ記憶部に記憶制御した上記
詳細情報の取得先を示すアドレス情報に対応するサーバ装置にアクセスし、該サーバ装置
から上記詳細情報を取得するように上記通信部を通信制御すると共に、このサーバ装置か
ら取得した上記詳細情報を上記コンテンツ記憶部に記憶制御すると共に、この記憶領域に
記憶した上記詳細情報を読み出して上記表示部に表示制御する
　請求項１から請求項３のうち、いずれか一項に記載の情報処理装置。
【請求項５】
　所望の被写体を撮像するカメラ部と、
　複数のユーザの少なくとも顔画像、及び当該ユーザに関連する情報の取得先を示すアド
レス情報が記憶されたユーザ情報メモリとを有し、
　上記コンテンツ記憶部上の複数の記憶領域のうち、少なくとも一つの記憶領域は、上記
カメラ部で撮像されたカメラ画像を記憶する記憶領域として指定されており、
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　上記制御部は、上記カメラ部で撮像がなされた際に、この撮像されたカメラ画像を、上
記コンテンツ記憶部上の、上記カメラ画像を記憶する記憶領域として指定されている記憶
領域に記憶制御し、このカメラ画像に対して、当該カメラ画像に写っているユーザの顔を
認識する顔認識処理を施し、この顔認識処理で認識したユーザの顔と同一のユーザを、上
記ユーザ情報メモリに記憶されている各ユーザの顔画像に基づいて検出し、上記顔認識処
理で認識したユーザの顔と同一のユーザを上記ユーザ情報メモリから検出した場合、この
検出したユーザに関連する情報の取得先を示すアドレス情報を上記ユーザ情報メモリから
読み出し、このアドレス情報に対応するサーバ装置にアクセスし、該サーバ装置から上記
ユーザに関連する情報を取得するように上記通信部を通信制御し、このサーバ装置から取
得した上記ユーザに関連する情報を、上記カメラ部で撮像されたカメラ画像を記憶する記
憶領域に記憶制御すると共に、この記憶領域に記憶した上記ユーザに関連する情報を読み
出して上記表示部に表示制御する
　請求項２から請求項４のうち、いずれか一項に記載の情報処理装置。
【請求項６】
　制御部が、通信を行う通信部が通信待機状態となった際に、表示部に表示する少なくと
も一つのコンテンツの取得先となる、所定のネットワーク上に設けられ、所定のコンテン
ツを配信するサーバ装置のアドレス情報、及び上記サーバ装置から取得されたコンテンツ
を記憶するコンテンツ記憶部に記憶されている該アドレス情報に基づいて、所定のタイミ
ングで上記サーバ装置にアクセスし、該サーバ装置から上記所定のコンテンツを取得する
ように上記通信部を通信制御するステップと、
　制御部が、上記ステップで上記サーバ装置から取得した上記所定のコンテンツを上記コ
ンテンツ記憶部に記憶制御すると共に、上記コンテンツ記憶部に記憶した上記所定のコン
テンツを読み出して上記表示部に表示制御するステップと
　を有する情報処理方法。
【請求項７】
　上記制御部が、所望の被写体を撮像するカメラ部で撮像がなされた際に、この撮像され
たカメラ画像を、上記コンテンツ記憶部上の複数の記憶領域のうち、上記カメラ画像を記
憶する記憶領域として指定されている記憶領域に記憶制御するステップと、
　制御部が、上記コンテンツ記憶部の上記記憶領域に記憶制御したカメラ画像に対して、
当該カメラ画像に写っているユーザの顔を認識する顔認識処理を施すステップと、
　制御部が、上記ステップにおける顔認識処理で認識したユーザの顔と同一のユーザを、
複数のユーザの少なくとも顔画像、及び当該ユーザに関連する情報の取得先を示すアドレ
ス情報が記憶されたユーザ情報メモリに記憶されている各ユーザの顔画像に基づいて検出
するステップと、
　制御部が、上記ステップにおいて、上記顔認識処理で認識したユーザの顔と同一のユー
ザを上記ユーザ情報メモリから検出した場合、この検出したユーザに関連する情報の取得
先を示すアドレス情報を上記ユーザ情報メモリから読み出し、このアドレス情報に対応す
るサーバ装置にアクセスし、該サーバ装置から上記ユーザに関連する情報を取得するよう
に上記通信部を通信制御するステップと、
　制御部が、上記通信部を通信制御することで上記サーバ装置から取得した上記ユーザに
関連する情報を、上記カメラ部で撮像されたカメラ画像を記憶する記憶領域に記憶制御す
ると共に、この記憶領域に記憶した上記ユーザに関連する情報を読み出して上記表示部に
表示制御するステップと
　を有する請求項６に記載の情報処理方法。
【請求項８】
　通信を行う通信部が通信待機状態となった際に、表示部に表示する少なくとも一つのコ
ンテンツの取得先となる、所定のネットワーク上に設けられ、所定のコンテンツを配信す
るサーバ装置のアドレス情報、及び上記サーバ装置から取得されたコンテンツを記憶する
コンテンツ記憶部に記憶されている該アドレス情報に基づいて、所定のタイミングで上記
サーバ装置にアクセスし、該サーバ装置から上記所定のコンテンツを取得するように上記
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通信部を通信制御する通信制御部としてコンピュータを機能させ、
　コンピュータを上記通信制御部として機能させることで、上記サーバ装置から取得した
上記所定のコンテンツを上記コンテンツ記憶部に記憶制御する記憶制御部としてコンピュ
ータを機能させ、
　コンピュータを上記記憶制御部として機能させることで、上記コンテンツ記憶部に記憶
した上記所定のコンテンツを読み出して上記表示部に表示制御する表示制御部としてコン
ピュータを機能させる
　情報処理プログラム。
【請求項９】
　所望の被写体を撮像するカメラ部で撮像がなされた際に、この撮像されたカメラ画像を
、上記コンテンツ記憶部上の複数の記憶領域のうち、上記カメラ画像を記憶する記憶領域
として指定されている記憶領域に記憶制御する記憶制御部としてコンピュータを機能させ
、
　上記コンテンツ記憶部の上記記憶領域に記憶制御したカメラ画像に対して、当該カメラ
画像に写っているユーザの顔を認識する顔認識処理を施す顔認識処理部としてコンピュー
タを機能させ、
　コンピュータを上記顔認識処理部として機能させることで認識したユーザの顔と同一の
ユーザを、複数のユーザの少なくとも顔画像、及び当該ユーザに関連する情報の取得先を
示すアドレス情報が記憶されたユーザ情報メモリに記憶されている各ユーザの顔画像に基
づいて検出する同一ユーザ検出部としてコンピュータを機能させ、
　コンピュータを上記同一ユーザ検出部として機能させることで、上記顔認識処理で認識
したユーザの顔と同一のユーザを上記ユーザ情報メモリから検出した場合、この検出した
ユーザに関連する情報の取得先を示すアドレス情報を上記ユーザ情報メモリから読み出し
、このアドレス情報に対応するサーバ装置にアクセスし、該サーバ装置から上記ユーザに
関連する情報を取得するように上記通信部を通信制御する通信制御部としてコンピュータ
を機能させ、
　コンピュータを上記通信制御部として機能させることで、上記サーバ装置から取得した
上記ユーザに関連する情報を、上記カメラ部で撮像されたカメラ画像を記憶する記憶領域
に記憶制御する記憶制御部としてコンピュータを機能させ、
　コンピュータを上記記憶制御部として機能させることで、上記記憶領域に記憶した上記
ユーザに関連する情報を読み出して上記表示部に表示制御する表示制御部としてコンピュ
ータを機能させる
　請求項８に記載の情報処理プログラム。
【請求項１０】
　通信を行う通信部と、
　所定のコンテンツを表示するための表示部と、
　上記表示部に表示する少なくとも一つのコンテンツの取得先となる、所定のネットワー
ク上に設けられ、所定のコンテンツを配信するサーバ装置のアドレス情報、及び上記サー
バ装置から取得されたコンテンツを記憶するコンテンツ記憶部と、
　上記通信部が通信待機状態となった際に、所定のタイミングで上記コンテンツ記憶部に
記憶されているアドレス情報に基づいて上記サーバ装置にアクセスし、該サーバ装置から
上記所定のコンテンツを取得するように上記通信部を通信制御し、上記サーバ装置から取
得した上記所定のコンテンツを上記コンテンツ記憶部に記憶制御すると共に、上記コンテ
ンツ記憶部に記憶した上記所定のコンテンツを読み出して上記表示部に表示制御する制御
部と
　を有する携帯端末装置。
【請求項１１】
　所望の被写体を撮像するカメラ部と、
　複数のユーザの少なくとも顔画像、及び当該ユーザに関連する情報の取得先を示すアド
レス情報が記憶されたユーザ情報メモリとを有し、
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　上記コンテンツ記憶部上の複数の記憶領域のうち、少なくとも一つの記憶領域は、上記
カメラ部で撮像されたカメラ画像を記憶する記憶領域として指定されており、
　上記制御部は、上記カメラ部で撮像がなされた際に、この撮像されたカメラ画像を、上
記コンテンツ記憶部上の、上記カメラ画像を記憶する記憶領域として指定されている記憶
領域に記憶制御し、このカメラ画像に対して、当該カメラ画像に写っているユーザの顔を
認識する顔認識処理を施し、この顔認識処理で認識したユーザの顔と同一のユーザを、上
記ユーザ情報メモリに記憶されている各ユーザの顔画像に基づいて検出し、上記顔認識処
理で認識したユーザの顔と同一のユーザを上記ユーザ情報メモリから検出した場合、この
検出したユーザに関連する情報の取得先を示すアドレス情報を上記ユーザ情報メモリから
読み出し、このアドレス情報に対応するサーバ装置にアクセスし、該サーバ装置から上記
ユーザに関連する情報を取得するように上記通信部を通信制御し、このサーバ装置から取
得した上記ユーザに関連する情報を、上記カメラ部で撮像されたカメラ画像を記憶する記
憶領域に記憶制御すると共に、この記憶領域に記憶した上記ユーザに関連する情報を読み
出して上記表示部に表示制御する
　請求項１０に記載の携帯端末装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、通信機能を備えた、例えば携帯電話機、ＰＨＳ電話機（PHS：Personal Hand
yphone System）、ＰＤＡ装置（PDA：Personal Digital Assistant）、ノート型のパーソ
ナルコンピュータ装置、デスクトップ型のパーソナルコンピュータ装置、携帯型のゲーム
機等の端末機器に設けて好適な情報処理装置、情報処理方法、情報処理プログラム、及び
携帯端末装置に関する。
　特には、発着信の待ち受け時に表示部に表示する、いわゆる待ち受け画像等の表示物を
、特別なアプリケーションプログラムを起動させることなく、また、ユーザが何の操作も
行うことなく自動的に変更可能とした情報処理装置、情報処理方法、情報処理プログラム
、及び携帯端末装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　特開２００２－１４１９８２号の公開特許公報（特許文献１）に、「待ち受け画像」、
又は「待ち受け画像及び着信報知用メロディー」を設定時間に応じて変更可能とした携帯
電話機の待ち受け画像・着信報知用メロディーの経時変更システムが開示されている。
【０００３】
　このシステムの場合、設定時間を管理する時間管理手段と、待ち受け画像及び着信報知
用メロディーのデータホルダーと、データホルダーに記憶されている待ち受け画像、又は
待ち受け画像及び着信報知用メロディーを変更するデータ取り出し変更手段とを有してい
る。そして、データ取り出し変更手段が、上記時間管理手段により管理されている設定時
間に基づいて、データホルダーに記憶されている待ち受け画像、又は当該待ち受け画像及
び着信報知用メロディーを変更する。これにより、上記設定時間に応じて、自動的に待ち
受け画像や着信報知用メロディーを変更することができる。
【０００４】
【特許文献１】特開２００２－１４１９８２号（第３頁、図３）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかし、特許文献１に開示されている携帯電話機の待ち受け画像・着信報知用メロディ
ーの経時変更システムの場合、携帯電話機内のデータホルダーに記憶されている待ち受け
画像等を、予め設定された設定時間毎に変更するのは良いが、このデータホルダーに記憶
されている略々全ての待ち受け画像は、当該携帯電話機のユーザが、過去に一度は見た画
像である可能性が高い。
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【０００６】
　換言すれば、データホルダーに待ち受け画像を保存する場合には、一度、その待ち受け
画像を見ることで、確認してから保存することが一般的である。このことから、データホ
ルダーに記憶されている略々全ての待ち受け画像は、当該携帯電話機のユーザが、過去に
一度は見た画像である可能性が高いことが言える。
【０００７】
　従って、特許文献１に開示されている携帯電話機の待ち受け画像・着信報知用メロディ
ーの経時変更システムの場合、ユーザが全く認識していない新規な待ち受け画像を表示部
に表示することが困難となる問題がある。
【０００８】
　また、特許文献１に開示されている携帯電話機の待ち受け画像・着信報知用メロディー
の経時変更システムの場合、表示部に対しては、待ち受け画像のみを表示するようになっ
ている。このため、この表示部に表示された待ち受け画像に基づいて得られる情報が乏し
いものとなる問題もある（＝特許文献１は、単に待ち受け画像を表示するだけのものであ
り、この待ち受け画像に基づいて、関連する情報を取得するまではできない問題がある。
）。
【０００９】
　本発明は、上述の課題に鑑みてなされたものであり、待ち受け画面に対して、ユーザが
全く認識していない新規な待ち受け画像等のコンテンツを、ユーザが特別な操作を行うこ
となく表示することができ、また、この表示したコンテンツに関連する情報も取得可能と
して、情報性が豊かなコンテンツの表示を行うことができるような情報処理装置、情報処
理方法、情報処理プログラム、及び携帯端末装置の提供を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明に係る情報処理装置は、上述の課題を解決するために、
　通信を行う通信部と、
　表示部に表示する少なくとも一つのコンテンツの取得先となる、所定のネットワーク上
に設けられ、所定のコンテンツを配信するサーバ装置のアドレス情報、及び上記サーバ装
置から取得されたコンテンツを記憶するコンテンツ記憶部と、
　上記通信部が通信待機状態となった際に、所定のタイミングで上記コンテンツ記憶部に
記憶されているアドレス情報に基づいて上記サーバ装置にアクセスし、該サーバ装置から
上記所定のコンテンツを取得するように上記通信部を通信制御し、上記サーバ装置から取
得した上記所定のコンテンツを上記コンテンツ記憶部に記憶制御すると共に、上記コンテ
ンツ記憶部に記憶した上記所定のコンテンツを読み出して上記表示部に表示制御する制御
部と
　を有する。
【００１１】
　このような本発明は、通信部が通信待機状態となった際に、所定のタイミングでコンテ
ンツ記憶部に記憶されているアドレス情報に基づいてサーバ装置にアクセスし、該サーバ
装置から所定のコンテンツを取得して表示部に表示する。これにより、ユーザが特別な操
作を行うことなく、サーバ装置から取得したコンテンツを表示部に表示することができる
。
【００１２】
　また、サーバ装置から取得されるコンテンツは、ユーザが過去に見た可能性が低いコン
テンツとなる。このため、ユーザが全く認識していない新規な待ち受け画像等のコンテン
ツを表示部に表示可能とすることができる。
【００１３】
　また、本発明に係る情報処理装置は、上述の課題を解決するために、
　上記制御部が、上記サーバ装置から取得するコンテンツとして、画像情報と、この画像
情報に関連する所定の詳細情報の取得先を示すアドレス情報を取得して上記コンテンツ記
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憶部に記憶制御し、上記表示部に上記画像情報を表示することで、この画像情報に関連す
る所定の詳細情報の取得操作がなされた際に、上記コンテンツ記憶部に記憶制御した上記
詳細情報の取得先を示すアドレス情報に対応するサーバ装置にアクセスし、該サーバ装置
から上記詳細情報を取得するように上記通信部を通信制御すると共に、このサーバ装置か
ら取得した上記詳細情報を上記コンテンツ記憶部に記憶制御すると共に、この記憶領域に
記憶した上記詳細情報を読み出して上記表示部に表示制御する。
【００１４】
　これにより、表示部に表示した画像情報に関連する所定の詳細情報も該表示部に表示す
ることができるため、情報性が豊かなコンテンツの表示を行うことができる。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明は、ユーザが全く認識していない新規な待ち受け画像等のコンテンツを、ユーザ
が特別な操作を行うことなく表示することができる。
【００１６】
　また、この表示したコンテンツに関連する情報も取得して表示することができ、情報性
が豊かなコンテンツの表示を行うことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　本発明は、携帯電話機に適用することができる。
【００１８】
［携帯電話機の構成］
　この本発明の実施の形態となる携帯電話機は、図１に示すように、無線基地局との間で
音声通話、テレビ電話通話、電子メール、Ｗｅｂデータ（Web：World Wide Web）、画像
データ（動画像、静止画像）、音声データ等の無線通信を行うアンテナ１及び通信回路２
と、受話音声等を出力するためのスピーカ部３と、送話音声等を集音するためのマイクロ
ホン部４と、例えば待ち受け画像、操作メニュー、電子メール、画像（静止画像及び動画
像）、所定のメッセージ等を表示するための表示部５とを有している。
【００１９】
　また、この携帯電話機は、例えば十字キー、決定キー、数字キー等の複数の操作キーを
備えた操作部６と、電話や電子メールの発着信等を光でユーザに通知するための発光部７
（LED：Light Emitting Diode）と、所望の被写体を撮像するためのカメラ部８と、当該
携帯電話機の筐体を振動させて発着信等をユーザに通知するためのバイブレーションユニ
ット９と、時刻をカウントするタイマ１０とを有している。
【００２０】
　また、この携帯電話機は、当該携帯電話機の筐体の振動操作を検出する加速度センサ１
１と、待ち受け画像や当該待ち受け画像の関連情報の取得先を示すアドレス情報等のコン
テンツが、後述する各スロット毎に記憶された一次記憶メモリ１２と、無線基地局を介し
た無線通信処理を行うためのコミュニケーションプログラムや各種アプリケーションプロ
グラムの他、これら各アプリケーションプログラムで取り扱われる各種データ等が記憶さ
れたメモリ１３と、当該携帯電話機全体の動作を制御する制御部１４とを有している。
【００２１】
　メモリ１３には、上記コミュニケーションプログラムの他、待ち受け画像の表示制御や
、該待ち受け画像の関連情報や詳細情報等の取得制御等を行うための待ち受けアプリケー
ションプログラムと、カメラ部８で撮像が行われた際に、その撮像画像に写っているユー
ザの顔認識処理を施すための顔認識処理プログラムとが記憶されている。
【００２２】
　また、メモリ１３には、撮像した静止画像や動画像のビューア機能を備えた、カメラ部
８の撮像制御を行うためのカメラ制御プログラムと、電子メールの作成や送受信を制御す
るための電子メール管理プログラムと、ユーザのスケジュールが登録されたスケジュール
帳の管理を行うためのスケジュール帳管理プログラムと、コミュニケーションネットワー
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クやインターネット等の所定のネットワーク上に設けられたサーバ装置上で公開されてい
るＷｅｂページを閲覧するためのＷｅｂブラウジングプログラムと、電話帳の管理を行う
ための電話帳管理プログラムと、音楽データの再生を行うための音楽プレーヤプログラム
とが記憶されている。
【００２３】
　また、メモリ１３には、ユーザの所望のスケジュールが登録されるスケジュール帳と、
ユーザの知人や友人等のユーザ名、静止画像（顔写真等）、住所、電話番号、電子メール
アドレス、生年月日、そのユーザに関する情報の取得先を示す所定のネットワーク上のア
ドレス情報等が登録された電話帳と、音楽プレーヤプログラムに基づいて再生される音楽
データと、上記カメラ制御プログラムのビューワ機能に基づいて再生される静止画像デー
タ及び動画像データと、送受信された電子メールデータと、電話及び電子メールの発着信
履歴等が記憶されている。
【００２４】
〔一次記憶メモリの構成〕
　一次記憶メモリ１２は、例えば不揮発性メモリとなっており、図２に示すように、その
内部が複数の記憶領域を有している。この図２は、一次記憶メモリ１２の内部に、第１の
スロット用記憶領域～第６のスロット用記憶領域の、計６つの記憶領域が設けられている
例を示している。
【００２５】
　後述するが、各スロット用記憶領域は、通信回路２が発着信待ちとなっている際に（い
わゆる、待ち受け時）、表示部５に表示されるスロット番号に対応する記憶領域となって
いる。後述するが、当該実施の形態の携帯電話機の場合、表示部５に表示される各スロッ
ト番号毎に、待ち受け画像、カメラ画像、所定のアクセス先のアドレス情報等のコンテン
ツを予め割り当てるようになっている。制御部１４は、待ち受け時において、ユーザによ
り選択されたスロット番号に対応するスロット用記憶領域からコンテンツを読み出し、こ
のコンテンツを表示部５に表示し、また、スロット番号に対応するスロット用記憶領域に
記憶されているアドレス情報に対応するアクセス先からコンテンツを取得し、このコンテ
ンツを表示部５に表示するようになっている。
【００２６】
［各スロットに対するコンテンツ設定動作］
　図３のフローチャートに、一次記憶メモリ１２に設けられた各スロット用記憶領域に対
するコンテンツの設定動作の流れを示す。制御部１４は、ユーザにより操作部６を介して
、当該携帯電話機の総合設定メニューから各スロット用記憶領域に対するコンテンツの設
定メニュー項目が選択操作されると、メモリ１３に記憶されている待ち受けアプリケーシ
ョンプログラムに基づいてこのフローチャートに示す処理をスタートさせる。
【００２７】
　ステップＳ１では、制御部１４が、図４（ａ）に示すスロット設定画面を表示部５に表
示制御して、処理をステップＳ２に進める。具体的には、制御部１４は、このスロット設
定画面において、一次記憶メモリ１２に設けられた各スロット用記憶領域に対応するスロ
ット番号を表示する。
【００２８】
　ユーザは、このスロット設定画面に基づいて、操作部６を介してコンテンツの設定を行
うスロット番号を選択操作する。ステップＳ２では、制御部１４が、このスロット番号の
選択操作の有無を監視しており、スロット番号の選択操作を検出したタイミングで処理を
ステップＳ３に進める。
【００２９】
　次に、ステップＳ３では、制御部１４が、図４（ｂ）に示すように、ユーザにより選択
されたスロット番号に対して割り当てるコンテンツの一覧を表示部５に表示する。この図
４（ｂ）に示す例は、ユーザにより選択されたスロット番号に対して割り当て可能な、例
えばメモリコンテンツ、Ｗｅｂコンテンツ、カメラコンテンツ・・・等の一覧が表示され
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た例を示している。
【００３０】
　ユーザは、このコンテンツ設定画面に基づいて、操作部６を介して所望のコンテンツを
選択操作する。ステップＳ４では、制御部１４が、この所望のコンテンツを選択操作の有
無を監視しており、所望のコンテンツの選択操作を検出したタイミングで処理をステップ
Ｓ５に進める。ステップＳ５では、制御部１４が、そのときユーザにより選択されている
スロット番号に対応する上記一次記憶メモリ１２のスロット用記憶領域に、該ユーザによ
り選択されたコンテンツを記憶制御する。また、これと共に、制御部１４は、図４（ｃ）
に示すように、スロット設定画面において、対応するスロット番号に関連付けて、ユーザ
により設定されたコンテンツを示す表示を行う。
【００３１】
　次に、制御部１４は、ステップＳ６において、ユーザにより、各スロットに対するコン
テンツの設定終了を示す操作がなされたか否かを判別し、設定終了を示す操作を検出した
場合には、この図３のフローチャートに示す各スロットに対するコンテンツの設定動作を
終了する。これに対して、設定終了を示す操作を検出しない場合には、制御部１４は、処
理をステップＳ２に戻し、上述の各スロットに対するコンテンツの設定動作を繰り返し実
行する。
【００３２】
　このような各スロットに対するコンテンツの設定動作を、もう少し具体的に説明する。
上記ステップＳ３において表示部５に表示されるメモリコンテンツ、Ｗｅｂコンテンツ、
カメラコンテンツ・・・等の一覧のうち（図４（ｂ）参照）、メモリコンテンツのメニュ
ー項目は、メモリ１３に記憶されている静止画像のコンテンツを所望のスロット番号のス
ロットに割り当てる際に選択するメニュー項目となっている。
【００３３】
　制御部１４は、このメモリコンテンツのメニュー項目が選択されると、静止画像のコン
テンツが記憶されているメモリ１３内のフォルダの選択メニュー項目を表示部５に表示す
る。ユーザにより、この選択メニュー項目に基づいて所望のフォルダが選択されると、制
御部１４は、当該ユーザにより選択されたフォルダに記憶されている静止画像の一覧（フ
ァイル名の一覧でもよいし、サムネイル画像の一覧でもよい。）を表示部５に表示する。
【００３４】
　この静止画像の一覧の中から、ユーザにより１枚或いは複数枚の静止画像が選択される
と、制御部１４は、このユーザにより選択された静止画像のコンテンツを、そのときユー
ザに選択されているスロット番号に対応する、上記一次記憶メモリ１２のスロット用記憶
領域に記憶制御する。また、制御部１４は、これと共に、図４（ｃ）に示すように、スロ
ット設定画面において、そのときユーザにより選択されているスロット番号のスロットに
対してメモリコンテンツが割り当てられたことを示す表示を行う。
【００３５】
　同様に、図４（ｂ）に示すＷｅｂコンテンツのメニュー項目は、インターネットやコミ
ュニケーションネットワーク等のネットワーク上に存在する所望のサーバ装置のアドレス
情報（URI：Uniform Resource Identifier）のコンテンツを所望のスロット番号のスロッ
トに割り当てる際に選択するメニュー項目となっている。
【００３６】
　制御部１４は、このＷｅｂコンテンツのメニュー項目が選択されると、ユーザにより予
め登録されているホームページ、ブログ、ＳＮＳ（Social Networking Service）等のサ
ーバ装置のアドレス情報の一覧（或いは、所望のＵＲＩの入力画面でもよい。）を表示部
５に表示する。ユーザにより、このアドレス情報の一覧の中から所望のアドレス情報が選
択されると、制御部１４は、このユーザにより選択されたアドレス情報のコンテンツを、
そのときユーザに選択されているスロット番号に対応する、上記一次記憶メモリ１２のス
ロット用記憶領域に記憶制御する。また、制御部１４は、これと共に、図４（ｃ）に示す
ように、スロット設定画面において、そのときユーザにより選択されているスロット番号
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のスロットに対してＷｅｂコンテンツが割り当てられたことを示す表示を行う。
【００３７】
　同様に、図４（ｂ）に示すカメラコンテンツのメニュー項目は、カメラ部８で撮像が行
われた際に、このカメラ画像のコンテンツを、予め指定したスロット番号に対応するスロ
ット用記憶領域に記憶し、表示部５に表示する際に選択するメニュー項目となっている。
【００３８】
　制御部１４は、このカメラコンテンツのメニュー項目が選択されると、そのときユーザ
に選択されているスロット番号に対応する、上記一次記憶メモリ１２のスロット用記憶領
域にカメラコンテンツが設定されたことを示す情報を記憶制御する。また、制御部１４は
、これと共に、図４（ｃ）に示すように、スロット設定画面において、そのときユーザに
より選択されているスロット番号のスロットに対してカメラコンテンツが割り当てられた
ことを示す表示を行う。
【００３９】
　なお、図４（ｃ）に示す例は、スロット番号１～スロット番号４の各スロットに対して
メモリコンテンツが割り当てられ、スロット番号５のスロットに対してカメラコンテンツ
が割り当てられ、スロット番号６のスロットに対してＷｅｂコンテンツが割り当てられた
ことを示している。
【００４０】
［各スロットに対応するコンテンツの表示動作］
　次に、上述のように各スロット番号のスロットに対して所望のコンテンツが割り当て設
定されると、制御部１４は、待ち受け時において、ユーザにより選択操作されたスロット
に対応するコンテンツを表示部５に表示するようになっている。
【００４１】
〔メモリコンテンツの表示動作〕
　まず、図５のフローチャートに、メモリコンテンツの表示動作の流れを示す。制御部１
４は、待ち受け時となると、メモリ１３に記憶されている待ち受けアプリケーションプロ
グラムに基づいてこのフローチャートに示す処理をスタートさせる。
【００４２】
　ステップＳ２１では、制御部１４が、表示部上で選択されている現在のスロット番号に
対応する一次記憶メモリ１２上のスロット用記憶領域を参照することで、該現在のスロッ
ト番号のスロットに割り当てられているコンテンツがメモリコンテンツ（＝この例の場合
は、静止画像のコンテンツ）であるか否かを判別する。
【００４３】
　具体的には、待ち受け時となると、制御部１４は、図６（ａ）に示すように表示部５に
対して「１」、「２」、「３」、「４」、「５」、「６」等の、一次記憶メモリ１２上の
各スロット用記憶領域に対応するスロット番号を表示すると共に、例えば現在、選択され
ているスロット番号上にカーソルを表示したり、高輝度や色を変えて表示する等の、該現
在、選択されているスロット番号を明示する表示を行う。
【００４４】
　ユーザは、操作部６の十字キー等を操作することで、上記カーソル等を移動操作して、
所望のスロット番号を選択可能となっている。また、ユーザは、当該携帯電話機の筐体を
振動操作することでも、所望のスロット番号を選択可能となっている。具体的には、一例
ではあるが、スロット番号「１」のスロットを指定する場合、ユーザは、当該携帯電話機
の筐体を１回振動操作する（＝一振りする。）。この振動操作は、図１に示す加速度セン
サ１１で検出される。制御部１４は、加速度センサ１１で検出された振動操作の回数に対
応するスロット番号のスロットが、ユーザにより指定されたものと認識する。このため、
ユーザは、スロット番号「２」のスロットを指定する場合、当該携帯電話機の筐体を２回
振動操作し、スロット番号「５」のスロットを指定する場合、当該携帯電話機の筐体を５
回振動操作することとなる。
【００４５】
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　制御部１４は、上記ステップＳ２１において、このユーザにより選択されたスロット番
号に対応する一次記憶メモリ１２上のスロット用記憶領域を参照することで、該現在のス
ロット番号のスロットに割り当てられているコンテンツがメモリコンテンツであるか否か
を判別する。そして、このユーザにより選択されたスロット番号に対応するスロット用記
憶領域にメモリコンテンツが割り当てられているものと判別した場合、処理をステップＳ
２２に進め、該ユーザにより選択されたスロット番号に対応するスロット用記憶領域にメ
モリコンテンツ以外のコンテンツが割り当てられているものと判別した場合は、そのまま
、この図５のフローチャートに示す全処理を終了する。
【００４６】
　次に、ステップＳ２２に処理を進めると、制御部１４は、現在、選択されているスロッ
ト番号に対応する一次記憶メモリ１２上のスロット用記憶領域に記憶されている静止画像
を読み出し、これを表示部５に表示制御する。これにより、図６（ａ）に示すように、例
えばスロット番号「１」が選択されている場合には、このスロット番号「１」に対応する
スロット用記憶領域に記憶されている静止画像が、該一次記憶メモリ１２の対応するスロ
ット用記憶領域から読み出され、表示部５に表示される。
【００４７】
　次に、上述のように、ユーザは、操作部６の十字キー等を操作したり、当該携帯電話機
の筐体を振動操作することで、所望のスロット番号を選択可能となっている。このため、
制御部１４は、処理をステップＳ２３に進めると、制御部１４は、操作部６の操作を監視
することで、スロットの変更操作がなされたか否かを判別する。そして、スロットの変更
操作を検出した場合には、処理をステップＳ２５に進め、スロットの変更操作を検出しな
い場合には、処理をステップＳ２３に進める。
【００４８】
　スロットの変更操作を検出しないことで処理をステップＳ２４に進めると、制御部１４
は、操作部６の操作状態に基づいて、例えばカメラ制御プログラムや電子メール管理プロ
グラム等の他のアプリケーションプログラムの起動操作がなされたか否かを判別する。そ
して、他のアプリケーションプログラムの起動操作がなされていないものと判別した場合
には、処理をステップＳ２３に戻し、このステップＳ２３におけるスロットの変更操作、
及びステップＳ２４における他のアプリケーションプログラムの起動操作の有無を、引き
続き監視する。また、他のアプリケーションプログラムの起動操作を検出した場合には、
この図５のフローチャートに示す全処理を終了し、起動操作がなされたアプリケーション
プログラムを起動制御する。
【００４９】
　これに対して、上記ステップＳ２３において、スロットの変更操作を検出することで処
理をステップＳ２５に進めると、制御部１４は、ユーザのスロットの変更操作がなされる
毎に、表示部５のスロット番号上に表示しているカーソル等を「１」→「２」→「３」→
「４」→「５」→「６」→「１」・・・、或いは「１」→「６」→「５」→「４」→「３
」→「２」→「１」・・・等のように移動表示制御する。また、制御部１４は、ユーザの
スロットの変更操作がなされる毎に、この変更操作で指定されたスロット番号に対応する
一次記憶メモリ１２上のスロット用記憶領域を参照することで、該変更操作で指定された
スロット番号のスロットに割り当てられているコンテンツがメモリコンテンツであるか否
かを判別する。そして、この変更操作で指定されたスロット番号に対応するスロット用記
憶領域にメモリコンテンツが割り当てられているものと判別した場合、処理をステップＳ
２６に進め、該変更操作で指定されたスロット番号に対応するスロット用記憶領域にメモ
リコンテンツ以外のコンテンツが割り当てられているものと判別した場合、この図５のフ
ローチャートの全処理を終了する。
【００５０】
　変更操作で指定されたスロット番号に対応するスロット用記憶領域にメモリコンテンツ
が割り当てられているものと判別することで処理をステップＳ２６に進めると、制御部１
４は、該変更操作で指定されたスロット番号に対応する一次記憶メモリ１２上のスロット
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用記憶領域に記憶されている静止画像を読み出し、これを表示部５に表示制御する。これ
により、スロット番号「１」のスロットからスロット番号「２」のスロットへ変更操作が
なされた場合には、図６（ｂ）に示すように、このスロット番号「２」に対応するスロッ
ト用記憶領域に記憶されている静止画像が、該一次記憶メモリ１２上の第２のスロット用
記憶領域から読み出され、表示部５に表示される。
【００５１】
　制御部１４は、変更操作のスロット番号に対応する静止画像を表示すると、処理をステ
ップＳ２３に戻す。そして、スロットの変更操作を検出する毎にステップＳ２５及びステ
ップＳ２６の処理を繰り返し実行する。これにより、一次記憶メモリ１２上の第１のスロ
ット用記憶領域～第４のスロット用記憶領域に、それぞれメモリコンテンツが割り当てら
れており（図４（ｃ）参照）、ユーザがスロット番号１→スロット番号２→スロット番号
３→スロット番号４の順に上記カーソル等を移動操作した場合には、図６（ａ）～図６（
ｄ）に示すように、各スロット番号に対応する各スロット用記憶領域に記憶されている静
止画像が、表示部５に順次表示されることとなる。
【００５２】
〔Ｗｅｂコンテンツの表示動作〕
　次に、当該実施の形態の携帯電話機は、ユーザが上記カーソル等を移動操作することで
所望のスロット番号のスロットを選択することが可能であるが、このユーザにより選択さ
れたスロットに対してＷｅｂコンテンツが割り当てられていた場合、制御部１４は、この
Ｗｅｂコンテンツのアドレス情報で示されるネットワーク上のサーバ装置から待ち受け画
像やメッセージ等を取得して表示部５に表示するようになっている。
【００５３】
　このようなＷｅｂコンテンツの表示動作の流れを、図７のフローチャートに示す。この
図７に示すフローチャートは、ユーザが上記カーソル等を移動操作することで、例えば図
４（ｃ）に示すスロット番号「６」のスロットのように、Ｗｅｂコンテンツが割り当てら
れているスロット番号のスロットが選択されることで、制御部１４が、メモリ１３に記憶
されている待ち受けアプリケーションプログラムに基づいて処理を開始する。
【００５４】
　まず、ステップＳ３１では、制御部１４が、Ｗｅｂコンテンツが割り当てられているス
ロット番号に対応する一次記憶メモリ１２上のスロット用記憶領域（この例の場合、第６
のスロット用記憶領域）に記憶されているアドレス情報（URI：Uniform Resource Identi
fier）を読み出す。そして、制御部１４は、このアドレス情報で示されるネットワーク上
のサーバ装置のＷｅｂサイトにアクセスするように通信回路２を制御して、ステップＳ３
２に処理を進める。
【００５５】
　具体的には、上記Ｗｅｂコンテンツとしては、ユーザが頻繁に閲覧するホームページ、
ブログ、ＳＮＳ（Social Networking Service）等のＷｅｂサイトのアドレス情報が登録
されている。このため、制御部１４は、上記スロット番号に対応する一次記憶メモリ１２
上のスロット用記憶領域に記憶されているアドレス情報に基づいて、このユーザが頻繁に
閲覧するホームページ、ブログ、ＳＮＳ等のＷｅｂサイトにアクセスすることとなる。
【００５６】
　次に、一例ではあるが、上記Ｗｅｂサイトは、タイトル、見出し、要約、更新時刻等が
ＲＳＳ文書（RSS：Rich Site Summary）で記述されている。このため、制御部１４は、上
記Ｗｅｂサイトにアクセスすると、ステップＳ３２において、いわゆるＲＳＳリーダ機能
に基づいて新着情報の有無を判別し、新着情報が存在するものと判別した場合には処理を
ステップＳ３３に進め、新着情報が存在しないものと判別した場合には処理をステップＳ
３８に進める。
【００５７】
　新着情報が存在するものと判別することで処理をステップＳ３３に進めると、制御部１
４は、上記Ｗｅｂサイトから新着情報を取得するように通信回路２を制御し、この取得し
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た新着情報を、当該Ｗｅｂコンテンツが割り当てられているスロット番号に対応する一次
記憶メモリ１２上のスロット用記憶領域（この例の場合、第６のスロット用記憶領域）に
、一旦記憶制御すると共に、このスロット用記憶領域から新着情報を読み出して表示部５
に表示制御する。これにより、表示部５に表示されている各スロット番号のうち、Ｗｅｂ
コンテンツが割り当てられているスロット番号をユーザが選択することで、表示部５には
、このＷｅｂコンテンツに対応するＷｅｂサイトから取得された新着情報が表示されるこ
ととなる。
【００５８】
　これに対して、新着情報が存在しないものと判別することで処理をステップＳ３８に進
めると、制御部１４は、上記Ｗｅｂサイトに対して、前回アクセスした際に取得して上記
スロット用記憶領域に記憶しておいた新着情報を該スロット用記憶領域から読み出し、こ
れを表示部５に表示して処理をステップＳ３４に進める。
【００５９】
　この新着情報の表示動作を、もう少し詳しく説明すると、上記Ｗｅｂサイトが例えば待
ち受け画像を配信しているＷｅｂサイトであった場合、制御部１４は、このＷｅｂサイト
にアクセスすることで、上記ＲＳＳリーダ機能に基づいて新規な待ち受け画像（上記新着
情報に相当）の有無を判別する。そして、新規な待ち受け画像が存在する場合には、これ
を取得して、上記該当するスロット用記憶領域に一旦記憶制御すると共に、表示部５に表
示制御する。これに対して、新規な待ち受け画像が存在しない場合には、前回、上記Ｗｅ
ｂサイトにアクセスすることで取得し上記該当するスロット用記憶領域に記憶しておいた
待ち受け画像を表示部５に表示制御する。
【００６０】
　同様に、上記Ｗｅｂサイトが例えば複数のユーザが所望の文章等の書き込みを行う掲示
板サイトやブログサイトであった場合、制御部１４は、このＷｅｂサイトにアクセスする
ことで、上記ＲＳＳリーダ機能に基づいて新規な書き込み（上記新着情報に相当するテキ
ストコンテンツ）の有無を判別する。そして、新規な書き込みが存在する場合には、これ
を取得して、上記該当するスロット用記憶領域に一旦記憶制御すると共に、表示部５に表
示制御する。これに対して、新規な書き込みが存在しない場合には、前回、上記Ｗｅｂサ
イトにアクセスすることで取得し上記該当するスロット用記憶領域に記憶しておいた書き
込みを表示部５に表示制御する。
【００６１】
　上記サーバ装置は、当該携帯電話機に対して物理的に異なる装置であるため、このサー
バ装置に記憶されているＷｅｂコンテンツは、当該携帯電話機のユーザが過去に見たこと
の無い新規なコンテンツである可能性が高い。
【００６２】
　このため、Ｗｅｂコンテンツが割り当てられているスロットが選択された際に、自動的
にこのＷｅｂコンテンツのアドレス情報で示されるＷｅｂサイトのサーバ装置にアクセス
し、Ｗｅｂコンテンツを取得して表示部５に表示することで、当該携帯電話機のユーザが
過去に見た可能性の低い、新規なコンテンツを表示可能とすることができる。また、Ｗｅ
ｂサイトにアクセスした際に新着情報のみを取得して表示することで、当該携帯電話機の
ユーザが過去に見た可能性が非常に低い、新規なコンテンツを表示可能とすることができ
る。
【００６３】
　次に、制御部１４は、このように表示部５にＷｅｂコンテンツを表示すると、処理をス
テップＳ３４に進める。ステップＳ３４では、制御部１４が、操作部６の操作状態に基づ
いて、例えばカメラ制御プログラムや電子メール管理プログラム等の他のアプリケーショ
ンプログラムの起動操作がなされたか否かを判別する。そして、他のアプリケーションプ
ログラムの起動操作がなされていないものと判別した場合には、処理をステップＳ３５に
進め、他のアプリケーションプログラムの起動操作を検出した場合には、この図７のフロ
ーチャートに示す全処理を終了し、起動操作がなされたアプリケーションプログラムを起
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動制御する。
【００６４】
　次に、他のアプリケーションプログラムの起動操作を検出しないことで処理をステップ
Ｓ３５に進めると、制御部１４は、タイマ１０からの計時情報に基づいて、そのＷｅｂコ
ンテンツを表示してから経過した時間（連続表示時間）を検出する。そして、このＷｅｂ
コンテンツを表示してから所定時間が経過したか否かをステップＳ３５で判別し、所定時
間が経過していないものと判別した場合は、処理をステップＳ３６に進め、所定時間が経
過したものと判別した場合は処理をステップＳ３１に戻す。
【００６５】
　所定時間が経過したものと判別することで処理をステップＳ３１に戻すと、制御部１４
は、再度、上記ＷｅｂサイトからＷｅｂコンテンツを取得して表示部５に表示する。これ
により、所定時間毎に、表示部５に表示するＷｅｂコンテンツを変更することができ、ユ
ーザに対して、常に新規な待ち受け画像等のＷｅｂコンテンツを提供することができる。
【００６６】
　なお、この例では、所定時間が経過した際に、再度、上記Ｗｅｂサイトにアクセスする
こととしたが、これは、上記ステップＳ３５で、上記Ｗｅｂサイトに対するユーザのアク
セス指示操作の有無を判別し、該アクセス指示操作を検出したタイミングで処理をステッ
プＳ３１に戻し、再度、上記Ｗｅｂサイトにアクセスして新規なＷｅｂコンテンツを取得
するようにしてもよい（＝ユーザの指示に基づいてコンテンツの再取得を行ってもよい。
）。
【００６７】
　一方、所定時間が経過していないものと判別することで処理をステップＳ３６に進める
と、制御部１４は、操作部６の操作状態に基づいて、現在、表示部５に表示しているＷｅ
ｂコンテンツの詳細情報の取得指示操作の有無を判別する。
【００６８】
　具体的には、例えば上記サーバ装置は、待ち受け画像等のＷｅｂコンテンツを配信する
際に、この待ち受け画像の付加情報として当該待ち受け画像に関連する詳細情報の取得先
を示すアドレス情報を付加して配信する。制御部１４は、この詳細情報のアドレス情報を
、上記待ち受け画と共に上記スロット用記憶領域に記憶する。また、この実施の形態の携
帯電話機の場合、ユーザは、例えば操作部６の決定キーを押圧操作することで、現在、表
示部５に表示されているＷｅｂコンテンツの詳細情報の取得指示を行うようになっている
。
【００６９】
　このため、制御部１４は、上記ステップＳ３６において、上記決定キーの押圧操作の有
無を判別する。そして、制御部１４は、上記決定キーの押圧操作を検出しない場合には、
処理をステップＳ３４及びステップＳ３５に戻し、上述の他のアプリケーションプログラ
ムの起動操作の有無、及びＷｅｂコンテンツを表示してから所定時間が経過したか否かを
判別し、上記決定キーの押圧操作を検出した場合には、処理をステップＳ３７に進める。
【００７０】
　制御部１４は、処理をステップＳ３７に進めると、現在、表示しているＷｅｂコンテン
ツの詳細情報の取得先を示すアドレス情報を、当該Ｗｅｂコンテンツを記憶しているスロ
ット用記憶領域から読み出す。そして、このアドレス情報で示されるアドレスにアクセス
して詳細情報を取得するように通信回路２を制御すると共に、取得した詳細情報を表示部
５に表示する。これにより、現在、表示しているＷｅｂコンテンツに関連する詳細情報も
表示することができ、情報性が豊かなコンテンツの表示を行うことができる。
【００７１】
〔カメラコンテンツの表示動作〕
　次に、当該実施の形態の携帯電話機は、カメラコンテンツが割り当てられているスロッ
ト番号のスロットがユーザにより選択されたうえで、カメラ部８で撮像が行われた場合、
このカメラ画像を待ち受け画像としてリアルタイムに表示部５に表示するようになってい
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る。そして、メモリ１３の電話帳に登録されている各ユーザのうち、このカメラ画像に写
っているユーザと同一のユーザを顔認識処理で検出し、この検出したユーザ（＝カメラ画
像に写っているユーザ）のユーザ情報を、ネットワーク上のサーバ装置から取得して表示
部に表示するようになっている。
【００７２】
　図８のフローチャートに、このようなカメラコンテンツの表示動作の流れを示す。この
図８に示すフローチャートは、ユーザが上記カーソル等を移動操作することで、例えば図
４（ｃ）に示すスロット番号「５」のスロットのように、カメラコンテンツが割り当てら
れているスロット番号のスロットが選択されることで、制御部１４が、メモリ１３に記憶
されている待ち受けアプリケーションプログラムに基づいて処理を開始する。
【００７３】
　まず、ステップＳ３１では、制御部１４が、図１に示すカメラ部８を起動制御し、現在
、カメラ部８で撮像されているカメラ画像を表示部５に表示する。ユーザは、このカメラ
画像を見ながら、例えば操作部６の決定キー等のシャッタボタンを押圧操作するタイミン
グを図り、所望のタイミングで上記シャッタボタンを押圧操作する。
【００７４】
　シャッタボタンを押圧操作されると、制御部１４は、このシャッタボタンを押圧操作さ
れた際にカメラ部８で撮像されていたカメラ画像を該カメラ部８から取得し、例えば図９
（ａ）に示すように待ち受け画面上に上記取得したカメラ画像を表示する。なお、このカ
メラ画像を保存する場合には、ユーザは、操作部６を介して保存操作を行う。この保存操
作がなされると、制御部１４は、現在、待ち受け画面上に表示しているカメラ画像をメモ
リ１３に保存して、以下に説明するステップＳ４２に処理を進める。
【００７５】
　次に、制御部１４は、待ち受け画面上にカメラ画像を表示すると、ステップＳ４２にお
いて、メモリ１３に記憶されている顔認識処理プログラムに基づいて、このカメラ画像に
対して顔認識処理を施す。そして、制御部１４は、ステップＳ４３において、上記カメラ
画像にユーザの顔（人の顔）が写っているか否かを判別する。なお、図９（ａ）に示す点
線の四角は、このような顔認識処理が行われることを図示したものである。このステップ
Ｓ４３において、上記カメラ画像にユーザの顔（人の顔）が写っていないものと判別した
場合、制御部１４は、後述するステップＳ５０に処理を進める。
【００７６】
　これに対して、上記顔認識処理により、上記カメラ画像にユーザの顔（人の顔）が写っ
ているものと判別した場合、制御部１４は、メモリ１３の電話帳に登録されている各ユー
ザの顔画像に基づいて、このカメラ画像に写っているユーザと同一のユーザを検出する。
そして、カメラ画像に写っているユーザと同一のユーザを電話帳から検出できなかった場
合には、後述するステップＳ５０に処理を進める。
【００７７】
　また、制御部１４は、カメラ画像に写っているユーザと同一のユーザを上記電話帳から
検出した場合、当該検出したユーザのユーザ情報が記憶されている所定のネットワーク上
のサーバ装置のアドレス情報（ＵＲＩ）を、上記電話帳から検出して、ステップＳ４５に
処理を進める。
【００７８】
　もう少し詳しく説明すると、メモリ１３に記憶されている電話帳には、図１０に示すよ
うに各ユーザ毎に、該各ユーザの顔写真、ユーザ名、電話番号、メールアドレスの他、例
えばそのユーザのブログを公開している所定のネットワーク上のサーバ装置のアドレス情
報や、複数人で使用している掲示板のサーバ装置のアドレスや、ＳＮＳのサーバ装置のア
ドレス情報等が記憶されている。
【００７９】
　このため、制御部１４は、上記カメラ画像に写っているユーザと同一のユーザを、この
電話帳に登録されている顔画像に基づいて検出する。また、上記カメラ画像に写っている
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ユーザと同一のユーザを、この電話帳から検出した場合には、この検出したユーザのユー
ザ情報（この場合、ブログ、掲示板、ＳＮＳの書き込み等の情報）が記憶される所定のネ
ットワーク上のサーバ装置のＵＲＩを検出する。
【００８０】
　次に、上記ブログ、掲示板、ＳＮＳの書き込み等のユーザ情報が記憶される所定のネッ
トワーク上のサーバ装置のＵＲＩを検出することで処理をステップＳ４５に進めると、制
御部１４は、この検出したＵＲＩで示されるネットワーク上のアドレスにアクセスするよ
うに通信回路２を制御すると共に、上述のＲＳＳリーダ機能に基づいて、そのユーザの新
規書き込み等の新着情報の有無を検出する。そして、制御部１４は、ステップＳ４６にお
いて、この新着情報の有無を判別し、新着情報が存在しない場合は処理をステップＳ５０
に進め、新着情報が存在する場合には処理をステップＳ４７に進める。
【００８１】
　ステップＳ４７では、制御部１４が、カメラ画像を表示している待ち受け画面上に、例
えば図９（ｂ）に示すように「ユーザＣさんの新着情報があります」等の新着情報が存在
する旨のメッセージを表示し、ステップＳ４８に処理を進める。一例ではあるが、当該実
施の形態の携帯電話機の場合、新着情報の取得を行う場合、ユーザは、このメッセージが
表示された状態で、操作部６の決定キーを押圧操作するようになっている。このため、制
御部１４は、ステップＳ４８において、操作部６の操作状況を監視することで、上記新着
情報の取得操作の有無を判別する。そして、制御部１４は、新着情報の取得操作を検出し
ない場合には、処理をステップＳ５０に進め、新着情報の取得操作を検出した場合には、
処理をステップＳ４９に進める。
【００８２】
　新着情報の取得操作を検出することで処理をステップＳ４９に進めると、制御部１４は
、上記電話帳から検出したＵＲＩにアクセスするように通信回路２を制御して、そのユー
ザの新着情報を取得し、この新着情報を、待ち受け画面上のカメラ画像と共に表示して処
理をステップＳ５０に進める。これにより、所望のユーザを撮像しただけで、自動的に、
その撮像したユーザに関連する新着情報を待ち受け画面に表示することができる。
【００８３】
　なお、この例では、新着情報が存在する旨のメッセージを表示し、ユーザにより新着情
報の取得操作がなされた場合に、該新着情報を取得することとしたが、新着情報が存在し
た場合には、上記メッセージの表示を行うことなく、また、ユーザの取得操作を待つこと
なく、自動的に、該新着情報を取得して表示してもよい。この場合、ユーザがカメラ画像
を撮像した場合には、そのカメラ画像がリアルタイムで待ち受け画面上に表示されると共
に、上記サーバ装置から取得された、そのユーザの掲示板に対する書き込み等のユーザ情
報が自動的に表示されることとなる。
【００８４】
　次に、上記ステップＳ４３において、顔認識処理を行った際に顔画像が検出されなかっ
た場合、上記ステップＳ４６において、そのユーザの新着情報が検出されなかった場合、
及び上記ステップＳ４８において、新着情報の取得操作が検出されなかった場合、制御部
１４は、処理をステップＳ５０に進める。制御部１４は、このステップＳ５０に処理を進
めると、操作部６の操作状況を監視することで、新たなカメラ画像の撮像操作がなされた
か否か（＝上記シャッタボタンの押圧操作がなされたか否か）を判別する。そして、制御
部１４は、新たなカメラ画像の撮像操作を検出した場合には、処理をステップＳ４２に戻
す。これにより、制御部１４は、再度、この新たなカメラ画像に対して顔認識処理を施し
、このカメラ画像に写っているユーザの新着情報を待ち受け画面上に表示することとなる
。
【００８５】
　これに対して、新たなカメラ画像の撮像操作を検出しない場合、制御部１４は、処理を
ステップＳ５１に進め、操作部６の操作状況を監視することで、カメラ制御プログラムの
終了操作の有無を検出する。そして、制御部１４は、カメラ制御プログラムの終了操作を
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検出しない場合には、処理をステップＳ４８に戻し、上述の新着情報の取得操作の有無の
監視や、新たなカメラ画像の撮像操作の有無の監視を行う。
【００８６】
　また、カメラ制御プログラムの終了操作を検出した場合には、制御部１４は、そのまま
、この図８のフローチャートに示す全処理を終了する。なお、カメラ制御プログラムを終
了した際には、制御部１４は、このカメラ制御プログラムの終了直前に待ち受け画面上に
表示していたカメラ画像を、引き続き待ち受け画面上に表示する。
【００８７】
［実施の形態の効果］
　以上の説明から明らかなように、この実施の形態の携帯電話機は、待ち受け画面上に表
示される各スロット番号の各スロットに対して、ネットワーク上のサーバ装置からコンテ
ンツの取得を行うＷｅｂコンテンツや、カメラ部８で撮像が行われた際に、このカメラ画
像を待ち受け画面に表示するカメラコンテンツ等の所望のコンテンツを割り当てる。そし
て、Ｗｅｂコンテンツが割り当てられているスロットが、ユーザにより選択された場合、
所定の時間毎やユーザの取得操作毎に、待ち受け画像等を配信しているサーバ装置にアク
セスし、このサーバ装置から取得した待ち受け画像等を表示部５に表示する。
【００８８】
　上記待ち受け画像等を配信しているサーバ装置は、当該携帯電話機とは物理的に異なる
装置であるため、このサーバ装置に記憶されている待ち受け画像等は、当該携帯電話機の
ユーザが過去に見た可能性が低い、新規なコンテンツとなる。
【００８９】
　このため、Ｗｅｂコンテンツが割り当てられているスロットが選択された際に、自動的
に上記サーバ装置にアクセスして待ち受け画像等を取得して表示部５に表示することで、
当該携帯電話機のユーザが過去に見た可能性が低い新規な待ち受け画像等のコンテンツを
表示可能とすることができる。
【００９０】
　また、上記サーバ装置にアクセスした際に、例えばＲＳＳリーダ機能等に基づいて新着
情報のみを取得することで、当該携帯電話機のユーザが過去に見た可能性が非常に低い、
新規な待ち受け画像等のコンテンツを表示可能とすることができる。
【００９１】
　また、このようなＷｅｂコンテンツの表示は、ユーザにより待ち受け画面上からＷｅｂ
コンテンツが割り当てられているスロットが選択された際に自動的に行われるようになっ
ている。このため、例えば上記ネットワーク上のサーバ装置との間における通信操作等の
ユーザの特別な操作を不要とすることができる。
【００９２】
　また、この実施の形態の携帯電話機は、カメラコンテンツが割り当てられているスロッ
トが、ユーザにより選択された場合、カメラ部８で撮像されたカメラ画像を待ち受け画面
上に、リアルタイムに表示すると共に、このカメラ画像に対して顔認識処理を施すことで
、カメラ画像に写っているユーザの顔を認識し、電話帳に登録されている顔画像に基づい
て、カメラ画像に写っているユーザと同一のユーザを検出すると共に、このユーザのユー
ザ情報が登録されているネットワーク上のサーバ装置のアドレスを示すアドレス情報を該
電話帳から検出する。そして、このアドレス情報で示されるサーバ装置にアクセスし、そ
のユーザの新規な書き込み情報等の新着情報を取得し、そのユーザの上記カメラ画像と共
に待ち受け画面上に表示する。
【００９３】
　これにより、カメラ画像を待ち受け画面に表示した際に、このカメラ画像に写っている
ユーザに関連する情報も取得して表示することができるため、待ち受け画面に対して、情
報性が豊かなコンテンツを表示することができる。
【００９４】
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［変形例］
　上述の実施の形態の説明では、本発明を携帯電話機に適用することとしたが、本発明は
、この携帯電話機に限らず、ＰＨＳ電話機（PHS：Personal Handyphone System）、ＰＤ
Ａ装置（PDA：Personal Digital Assistant）、ノート型のパーソナルコンピュータ装置
、携帯型のゲーム機等の通信機能を備えた様々な電子機器に適用することができる。
【００９５】
　最後に、上述の実施の形態は、本発明の一例である。このため、本発明は上述の実施の
形態に限定されることはなく、本発明に係る技術的思想を逸脱しない範囲であれば、設計
等に応じて種々の変更が可能であることは勿論であることを付け加えておく。
【図面の簡単な説明】
【００９６】
【図１】本発明を適用した実施の形態となる携帯電話機のブロック図である。
【図２】実施の形態の携帯電話機に設けられている一時記憶メモリ上の各スロット用記憶
領域を説明するための模式図である。
【図３】実施の形態の携帯電話機における各スロットに対するコンテンツの割り当て動作
の流れを示すフローチャートである。
【図４】実施の形態の携帯電話機における各スロットに対するコンテンツの割り当て動作
を説明するための模式図である。
【図５】実施の形態の携帯電話機におけるメモリコンテンツの表示動作の流れを示すフロ
ーチャートである。
【図６】実施の形態の携帯電話機におけるメモリコンテンツの表示動作を説明するための
模式図である。
【図７】実施の形態の携帯電話機におけるＷｅｂコンテンツの表示動作の流れを示すフロ
ーチャートである。
【図８】実施の形態の携帯電話機におけるカメラコンテンツの表示動作の流れを示すフロ
ーチャートである。
【図９】実施の形態の携帯電話機におけるカメラコンテンツの表示動作を説明するための
模式図である。
【図１０】実施の形態の携帯電話機におけるカメラコンテンツの表示時に用いられる電話
帳の模式図である。
【符号の説明】
【００９７】
　１　アンテナ、２　通信回路、３　スピーカ部、４　マイクロホン部、５　表示部、６
　操作部、７　発光部（ＬＥＤ）、８　カメラ部、９　バイブレーションユニット、１０
　タイマ、１１　加速度センサ、１２　一次記憶メモリ、１３　メモリ、１４　制御部
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